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（図表12）　払戻等対応資本金額等および分配対応資本金額等の計算
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（図表13）　資本の払戻し・出資等減少分配の減少資本金額の計算見直し
①　減少する資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額および分配
資本金額ならびに配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる払戻等
対応資本金額等および分配対応資本金額等は、その資本の払戻しによ
り減少した資本剰余金の額またはその出資等減少分配による出資総額
等の減少額を上限とする。
②　２以上の種類の株式を発行していた法人が資本の払戻しを行った場
合における減少する資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額お
よび配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる所有株式に対応する
資本金等の額は、その資本の払戻しに係る各種類の株式の種類資本金
額を基礎として計算する。
各種類株式の所有株式に対応する種類資本金額は、払戻直前のその
種類の株式に係る払戻対応種類資本金額（直前種類資本金額）に種類払
戻割合を乗じて計算した金額とされ、種類払戻割合は、法令23条１項
４号に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに
直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額のうち、資本の
払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部
分の金額（当該金額が明らかな場合）等の割合として算定する（減少資本
剰余金額／（直前事業年度末の純資産価額×種類資本金額の資本金等
の額の合計に占める割合））。
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